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昨
年
の
株
主
総
会
に
お
い
て

社
長
は
「
労
働
組
合
が
基
本
賃

金
カ
ッ
ト
を
受
け
入
れ
な
い
な

ら
、
賞
与
で
整
理
す
べ
き
と
い

う
こ
と
で
何
ら
か
の
形
で
ギ
ャ
ッ

プ
を
埋
め
る
」
こ
と
を
株
主

（
機
構
）
に
約
束
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
昨
年
度
２
・
４
ヶ
月
分

の
期
末
手
当
や
今
年
度
の
夏
季

し
か
し
、
一
方
で
福
島
第
一
原

発
か
ら
20
㌔
圏
内
に
入
り
作
業

す
る
労
働
者
の
低
線
量
被
ば
く

や
、
原
発
災
害
時
の
避
難
な
ど

多
く
の
不
安
が
あ
り
ま
す
。
引

き
続
き
放
射
線
量
の
情
報
開
示
・

健
康
管
理
・
原
発
災
害
時
の
対

応
に
つ
い
て
利
用
者
・
労
働
者

の
安
全
確
保
を
徹
底
さ
せ
る
事

を
再
確
認
し
ま
し
た
。

今
後
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議

は
放
射
能
問
題
を
労
働
組
合
自

ら
実
態
調
査
し
、
数
値
管
理
等

を
含
め
更
に
調
査
・
点
検
を
強

化
し
、
職
場
の
労
働
条
件
改
善

に
向
け
た
取
組
み
を
図
っ
て
い

き
ま
す
。

地
方
本
部
は
、
福
島
第
一
原

発
事
故
か
ら
３
年
が
経
過
し
も

事
故
は
収
束
せ
ず
、
瓦
礫
（
が

れ
き
）
処
理
に
伴
う
新
た
な
被

害
が
発
生
す
る
中
で
、
反
原
発

運
動
と
連
動
さ
せ
た
闘
い
が
重

要
と
提
起
し
ま
し
た
。

貨
物
労
組
委
員
長
は
、
全
国

大
会
に
お
い
て
「
鉄
道
で
メ
シ

を
喰
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

鉄
道
事
業
部
門
が
赤
字
で
は
ダ

メ
で
、
自
ら
も
汗
を
流
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
い
さ
つ

し
ま
し
た
。
自
ら
が
会
社
主
張

と
同
じ
姿
勢
に
立
ち
、
社
員
犠

牲
の
「
協
力
宣
言
」
に
終
始
し

て
い
ま
す
。

昨
年
の
春
、
突
如
「
賃
金
削

減
」
を
明
ら
か
に
し
た
貨
物
会

社
で
す
が
、
国
労
の
宣
伝
と
社

員
の
怒
り
に
よ
り
断
念
し
ま
し

た
。

貨
物
労
組
は
、
新
聞
（
第
４
２

６
号
２
０
１
３
年
5
月
15
日
付
）

で
「
25
年
間
片
肺
飛
行
の
Ｊ
Ｒ

貨
物
と
い
う
会
社
」
と
銘
打
ち
、

貨
物
会
社
設
立
の
経
緯
を
記
述

し
、
「
Ｊ
Ｒ
貨
物
が
抱
え
る

『
構
造
的
諸
問
題
』
の
解
決
抜

き
に
鉄
道
貨
物
輸
送
の
黒
字
な

ど
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
貨
物

経
営
陣
は
断
固
と
し
て
国
に
主

張
す
べ
き
で
あ
る
。
賃
金
削
減

計
画
な
ど
出
す
前
に
」
と
主
張

し
て
い
ま
す
。
現
状
、
基
本
賃

金
の
削
減
は
断
念
し
た
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。

地
方
本
部
は
７
月
16
日
、
第
２
回
職
場
総
点
検

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
を
開
催
し
、
改
め
て
職
場
で

発
生
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
行
い
ま
し

た
。
会
議
は
、
地
方
本
部
執
行
委
員
、
茨
城
・
福

島
支
部
書
記
長
、
各
職
能
別
協
議
会
議
長
が
出
席

し
、
特
に
６
月
１
日
に
運
転
再
開
さ
れ
た
広
野
駅

～
竜
田
駅
の
問
題
点
（
放
射
線
）
を
出
し
合
い
ま

し
た
。
出
羽
業
務
部
長
か
ら
は
、
広
野
駅
～
竜
田

駅
間
の
運
転
再
開
は
住
民
生
活
の
足
と
し
て
支
え

て
い
く
の
は
労
働
組
合
と
し
て
の
使
命
で
あ
る
。

ＪAL不当解雇撤回 最高裁闘争への更なる支援の取り組み

ＪＡＬ不当解雇撤回裁判において東京高裁は原告の主張をすべ

て退け、不当な整理解雇を有効とする不当判決を言い渡した。こ

の判決は生存権・勤労権・団結権や法の下の平等など憲法の基本

原理をことごとく無視し、整理解雇法理の解釈・適用や訴訟手続

き上の誤りなど数々の欠陥をもつ不当な内容であり、「解雇自由

社会」を正当化する悪しき露払い判例として、将来に先例を残す

ことは断じてあってはならない。

不当解雇された165名の原告団はこの不当判決を跳ね返し、最

高裁で逆転勝訴をかちとるべく、6月の東京高裁不当判決以降、

ただちに全国展開での運動を進めている。

原告団に対する激励行動の継続については、すでに闘争指示第

43号ならびに44号で指示したところであるが、本日、当該の原

告団より最高裁宛署名をはじめとした具体的な取り組みについて

要請があった。

各機関は今日まで支援してきたＪＡＬ不当解雇撤回闘争の到達

点と成果を踏まえ、エリア・地本・支部・分会まで全機関をあげ

た取り組みを強化すること。

職
場
・
地
域
の
活

動
に
自
信
を
持
ち
、

引
き
続
き
、
組
織

拡
大
に
全
力
を
あ

げ
よ
う
！
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手
当
の
支
給
状
況
に
現
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
事
実
上
、
賃
金

削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
に
等
し

い
状
況
に
あ
り
、
ベ
ネ
フ
ィ
ッ

ト
ワ
ン
や
泉
郷
・
東
急
ハ
ー
ヴ
ェ

ス
ト
と
の
契
約
解
除
な
ど
、
福

利
厚
生
切
り
捨
て
も
そ
の
延
長

線
上
で
す
。

そ
の
上
で
「
鉄
道
事
業
部
門

が
赤
字
で
は
ダ
メ
で
、
自
ら
も

汗
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
は
、
1
年
前
の
主
張
を
置
き

忘
れ
貨
物
会
社
の
抱
え
る
矛
盾

を
働
く
者
に
転
嫁
す
る
も
の
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

国
労
は
貨
物
会
社
発
足
以
来
、

一
貫
し
て
貨
物
会
社
が
抱
え
る

構
造
矛
盾
の
解
決
を
訴
え
、
働

き
や
す
い
会
社
と
職
場
づ
く
り

に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
を
訴
え

い
ま
す
。


